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証券コード6466
平成30年12月６日

株 主 各 位
兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号

代表取締役 笹 野 幸 明

第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さい

ますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使

書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年12月20日（木曜日）午後５時までに到着す

るようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成30年12月21日（金曜日）午前10時

２．場 所 兵庫県尼崎市昭和通二丁目７番１号

都ホテルニューアルカイック　３階　鳳凰南の間

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １　第19期（平成29年10月１日から平成30年９月30日ま

で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監

査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２　第19期（平成29年10月１日から平成30年９月30日ま

で）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

第３号議案

第４号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願

  い申し上げます。

◎開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場下さいますようお願い申し上げます。なお、受付

開始時間は午前９時を予定しております。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ

サイト（アドレス　http://www.toavalve.co.jp/）に掲載させていただいておりますので、本招集ご

通知の添付書類には記載しておりません。

　（１）事業報告の「３．業務の適正を確保するための体制」、

　（２）連結計算書類の「連結注記表」、

　（３）計算書類の「個別注記表」

　従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事

業報告及び連結計算書類または計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成する

に際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、

  修正後の事項を、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.toavalve.co.jp/）

に掲載させていただきます。

◎当社では、「決議ご通知」の発送を行わず、インターネット上の当社ウェブサイト

  （アドレス　http://www.toavalve.co.jp/）での株主総会決議結果の開示をもちまして「決議ご通

  知」に代えさせていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
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（添付書類）

事　業　報　告
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、依然、海外経済の不確実性からくる影

響に留意しつつも、好調な企業業績や雇用・所得環境の改善傾向を背景に、緩や

かな回復基調の中で推移いたしました。しかし、米国と中国の貿易戦争激化や、

相次ぐ国内自然災害が経済に与える影響を憂慮する状況が続いている状況です。

当社グループは、原子力・火力発電所用バルブの製造とメンテナンスを主な事

業としておりますが、東日本大震災の津波による東京電力福島第一原子力発電所

事故以降、原子力発電所（以下、「原発」）を取り巻く環境が大きく変化し、原

発の定期検査工事を事業の柱としてきた当社グループのビジネスモデルに大きな

影響が生じ、非常に厳しい状況で今日にまで至っています。

そのような中、当連結会計年度中には、関西電力大飯原発、九州電力玄海原発

が新たに再稼働し、既に稼働している関西電力高浜原発、九州電力川内原発、四

国電力伊方原発を含め、５原発９基が運転を再開するところまで回復しました。

司法判断で停止中であった四国電力伊方原発も本年10月に運転を開始し、今後、

原発関連需要は徐々に回復に向かうものと考えていますが、国内最新鋭のプラン

トである北海道電力泊原発が依然再稼働できない状況にあること、建設時期の比

較的古い原発や事故を起こした福島原発と同型の沸騰水型原発（ＢＷＲ）の再稼

働見込みが依然不透明であることなどから、震災から７年を経過した現在に至っ

ても、依然厳しい事業環境が継続しているとの認識です。

他方、火力発電市場においては、国内では規制緩和による定期点検サイクルの

長期化や、地球温暖化問題で大型発電所が建設され難い状況にあり、市場を海外

に求めざるを得ない状況となってきています。

このような状況下、当連結会計年度におきましては、製鋼事業、除染事業がと

もに減収が見込まれる中で、業容維持のためにはバルブ事業で大幅な巻き返しが

不可欠との認識でスタートいたしました。

原発向けでは再稼働後の定期検査工事、今後対応が求められる特定重大事故対

策設備関連工事、今後運転再開が予定されるプラントの再稼働に向けての準備工

事等を中心に、火力向けでは、国内外の新設案件、発電所のバルブ保守・補修需
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要に由来する取替用バルブ・部品の製造及びメンテナンス工事等を中心に、バル

ブ事業の収益拡大を図ってまいりました。

また、非常に厳しい環境にある製鋼事業、除染事業においてもより一層の上積

みを図るなどし、当期業績予想を少しでも上回るべく全力で取り組んでまいりま

した。

この結果、辛うじて前連結会計年度並みの売上高81億５百万円（前年同期比

0.0％増）を確保することができました。

採算面においては、売上高は前連結会計年度とほぼ同額ながら、商品構成が前

連結会計年度に比して損益的に厳しいものとなったことからベースとなる利益は

減少しました。しかし、受注損失引当金の洗い替えによる戻入益が発生したこと

に加え、工場操業度が高レベルで推移したことで仕掛品が増加した結果、営業利

益５億44百万円（前年同期比124.0％増）、経常利益５億81百万円（同102.5％増）、

親会社株主に帰属する当期純利益４億80百万円（同160.5％増）と大幅な増益とな

りました。

報告セグメント別の状況は、バルブ事業では、関西電力高浜原発４号機、九州

電力川内原発１・２号機、四国電力伊方原発３号機でそれぞれ定期検査工事を売

上計上したほか、セントラルジャワ火力発電所（インドネシア）向け高圧弁一式、

ハンファトタル・デサン石油化学プラント（韓国）向け電動弁他一式等を主な案

件として売上高66億81百万円（前年同期比5.5％増）となりました。

採算面では、比較的収益性に優れる原発定期検査工事は横ばい、バルブ用取替

補修部品は減少しましたが、セグメント全体の増収効果もあり、セグメント利益

は13億34百万円（同39.2％増）で前年同期に比して増収増益となりました。

製鋼事業は、主要顧客の海外調達移行で大幅な減収を想定しておりましたが、

新規顧客開拓はもちろん、高難度品、高付加価値品などの商品性の高い提案を顧

客に対し行うことで、売上拡大に全力で取り組んだ結果、当初計画から若干の挽

回ができたものの売上高は８億54百万円（前年同期比25.5％減）に留まり、セグ

メント利益も２億９百万円の赤字（前年同期は１億32百万円の赤字）で減収に加

え損失額は増加しました。

除染事業においては、地域除染関連案件が年々減少する中、軸足を復興関連施

設管理業務や放射線管理業務に移しながら業容維持を図ってまいりましたが業績

は伸び悩み、売上高は５億75百万円（前年同期比8.9％減）、セグメント利益は43

百万円（同38.6％減）となりました。
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報告セグメント別の損益の状況は「表２：報告セグメント別の業績」を、報告

セグメント別の受注の状況は「表３：報告セグメント別の受注の状況」をご参照

下さい。

表１：報告セグメント内の種類別売上高

（単位：百万円）

報告
セグメント

種類別の売上高
 第 18 期

（平成29年９月期）

 第 19 期
（当連結会計年度）
（平成30年９月期）

前年同期比
（％）

　バルブ事業

 バルブ（新製弁） 　　　　　1,638 　　　　　2,560 　　　56.3

 バルブ用取替補修部品 　　　　　　967 　　　　　　855 　　△11.6

 原子力発電所定期検査工事 　　　　　1,340 　　　　　1,332 　　 △0.6

 その他メンテナンス等の
 役務提供

　　　　　2,385 　　　　　1,933 　　△18.9

　小計 　　　　　6,331 　　　　　6,681 　　　 5.5

　製鋼事業  鋳鋼製品 　　　　　1,148 　　　　　　854 　　△25.5

　除染事業  地域除染等 　　　　　  632 　　　　　　575 　　 △8.9

　消去及び全社 　　　　　　△9 　　　　　　△7 　　　　－

　合計 　　　　  8,102 　　　　　8,105 　　　 0.0

表２：報告セグメント別の業績

（単位：百万円）

報告セグメント

第 18 期
（平成29年９月期）

第 19 期（当連結会計年度）
（平成30年９月期）

売 上 高
セグメント利益
又は損失（△）

売 上 高
セグメント利益
又は損失（△）

バ ル ブ 事 業 6,331 958 6,681 1,334

製 鋼 事 業 1,148 △132 854 △209

除 染 事 業 632 70 575 43

消 去 又 は 全 社 △9 △653 △7 △623

合 計 8,102 243 8,105 544

表３：報告セグメント別の受注の状況

（単位：百万円）

報告セグメント

第 18 期
（平成29年９月期）

第 19 期（当連結会計年度）
（平成30年９月期）

受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高

バ ル ブ 事 業 5,943 3,509 7,400 4,235

製 鋼 事 業 918 291 1,053 489

除 染 事 業 549 117 538 79

合 計 7,410 3,917 8,991 4,802
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(2) 資金調達の状況

　当連結会計年度中における必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入金

で充当しました。

(3) 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は２億15百万円であり、その

主な内容は次のとおりであります。

内 容 投 資 額 事 業 別 名 称

基 幹 シ ス テ ム 基 盤 更 新  71百万円 バ ル ブ 事 業 ・ 製 鋼 事 業

ｽ ｶ ｲ ｳ ｪ ﾙ 製 自 動 溶 接 機  52 バ ル ブ 事 業

基 幹 シ ス テ ム 高 度 化  32 バ ル ブ 事 業 ・ 製 鋼 事 業

熱 処 理 炉 台 車  14 バ ル ブ 事 業 ・ 製 鋼 事 業

－ 6 －
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(4) 対処すべき課題

①基本課題

当社グループはこれまで国内原発の原型炉、実証炉、商用炉全てにバルブを納

入してまいりました。原発黎明期においては主要なバルブは海外製品が導入され

ていましたが、現在では、特にＰＷＲと呼ばれる加圧水型の重要なバルブ・安全

弁は当社製品をご採用いただいております。

このように当社グループは日本の原発の発展とともに歩んでまいりました。よ

って原発用機器を製造する事業者としての責任と使命は今後も何があっても果た

していくことを基本的な会社方針としております。

東日本大震災の津波による福島原発事故から７年が経過し、これまでに５原発

９基で再稼働が実現しました。今後、これら原発の定期検査による収益が見込め

る状況ですが、それでも事故以前の水準には程遠く、強い収益の柱を得ることが

最重要課題であることに変わりはありません。

また、赤字案件の受注により計上を求められる受注損失引当金や、受注生産型

事業では不可避といえる工場操業度の変化で、なかなか業績を安定させることが

できない状況が続いています。

当社グループは予てより特定の事業分野への過度の依存をリスクとして認識し

開示してまいりましたが、全く想定外の事態によりこれが顕在化し、昨今の厳し

い状況に陥ることとなりました。二度と同じ轍は踏まないことを肝に銘じながら、

しかし原発関連企業として責任を全うするために何が必要か、何をすべきかを考

え、中期経営計画を策定し当社ホームページに公表しております。

この中では、2022年３月に迎える創業100周年までに、まずは従前のレベルまで

業容を回復させることを大きな目標に据えております。しかし、コスト対策につ

いては縮小する市場に対応した固定費削減や生産性改善はある程度実現したもの

の、肝心の収益対策は足踏み状態が続いています。

今後は原発再稼働を追い風に、バルブ事業をさらに深化させることを基本に、

2016年に実施した株式会社キッツとの連携による海外市場展開の拡大、廃炉事業

への参画、経営基盤の強化を主要施策と位置付けています。これを確実に実施、

進めることで、中期経営計画を必達することが基本課題であると認識しておりま

す。

②バルブ事業部門

（新たなマーケットの開発）

旺盛な経済発展を続ける中国及び東南アジア諸国ではまだまだ電力不足に苦し

む地域が多くあり、今後も発電所建設が進むものと想定されます。当社グループ

が現在の業容を維持しさらに拡大を目指すのならば、この海外電力マーケットに

対しどのようなアプローチを行っていくかが重大な鍵となることは言うまでもあ

－ 7 －
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りません。

しかし世界は、温室効果ガス削減の必要から、特に石炭火力発電に対する厳し

い姿勢を強めつつあります。また国内においても環境面から新設火力発電所に対

する規制の強化と並行し、既存火力発電所に対する規制緩和が進むなど、当社グ

ループの営業戦略も軌道修正を強いられている状況です。

どのような状況にせよ、海外市場の開拓を成功させるためには、当社グループ

が抱える基本的課題である、コストダウン、販売力強化、調達力強化など全てを

解決する必要があり、まさにこれらの集大成として実現し得るものであると考え

ております。

こういった中、株式会社キッツとの資本業務提携効果が徐々に表れており、こ

れによる市場拡大と高付加価値製品の投入を進めることで、これまでの営業政策

を引き続き展開しながら、より早く・広く・着実に推進するための協調を行って

まいります。

（情報の活用）

ビッグデータやセンシング技術などが事業に取り込まれ、多方面で新たなマー

ケットの創出、ビジネスモデルの開発につながっています。さらにはコンピュー

ターを離れ、何かをインターネットにつなぐことで新たなビジネスを広げるIoT技

術も話題になってきました。

当社グループにおいても、長年の経験や知見、そして産業用バルブメーカーと

してのブランド力や市場シェアを活かし、「情報」や「ノウ・ハウ」を商品とし

た事業展開の可能性についてさらに深く掘り下げる必要があると考えています。

（技術の伝承）

当社グループがこれからも原発関連企業として責任を全うし、産業用バルブの

トップメーカーであり続けるためには、技術の維持・発展は最優先課題であり、

現在の業績低迷を理由になおざりにされるようなことがあってはならないと考え

ております。

技術は常に進歩し、知見も経験もそれに伴い更新され発展していきます。その

ような中にあっては、従来のような職人育成型の技能伝承に固執するようなこと

があってはならず、科学的で合理的で持続性をもった技能の伝承が重要であると

考えています。

そしてその結果として、全役職員が高い使命感と明確な目標・目的意識をもっ

て、全社一丸となって会社の持続性を確保していく決意であります。

－ 8 －
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（コストの低減）

当社グループのバルブは、一品一品をお客様の仕様に従い労働集約的に生産す

るため、性能・品質・耐久性で非常に高い評価をいただいておりますが、コスト

面ではまだまだ改善の余地を多く残すものと考えております。

これまでは、「作る物」より「作り方」に重点をおいたコストダウン施策を実

施してまいりましたが、株式会社キッツとの資本業務提携では、低コストバルブ

の開発もテーマに入れており、新たな設計とプロセスで製造したバルブを早期に

市場投入していく計画です。

福島原発事故以降、当社の固定費は確実に削減され、それに伴い損益分岐点売

上も10億円以上引き下げることができました。しかし守りの戦略だけでは、どこ

かで頭打ちになることも明らかですから、今後は新製品で攻勢に転じ、業容回復

を伴いながら採算改善を実現していきたいと考えています。

③除染事業部門

（廃炉事業への取り組み）

これまでのところ、国内商用原発19基の廃止が決定し、福島第二原発４基の廃

止が検討されています。

現在、福島地区で進めている除染事業、地域復興再生事業は今後ひと段落し、

新たに福島第一原発の廃炉に向けた数多の業務が発生すると見込まれることから、

ここへの参入を目指してまいります。

また、当社の主要顧客である関西電力においても、２原発４基の廃止が決定し

ており、今後の廃止事業開始の動きに対し、確実に一定のポジションを確保する

ことで将来収益の拡大につなげていきたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申

し上げます。

－ 9 －
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(5) 財産及び損益の状況

区　分
第 16 期

(平成27年９月期)
第 17 期

(平成28年９月期)
第 18 期

(平成29年９月期)

第 19 期
(当連結会計年度)
(平成30年９月期)

売 上 高 (百万円) 9,183 8,520 8,102 8,105

経 常 利 益 (百万円) 808 295 287 581

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 694 231 184 480

１株当たり当期純
利益

(円) 297.50 99.60 81.25 211.24

総 資 産 (百万円) 11,558 10,794 10,731 10,775

純 資 産 (百万円) 7,082 7,114 7,363 7,839

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(6) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出 資 比 率

主 要 な 事 業 内 容

トウアサービス株式会社 64百万円
99.7％
（0.4）

人材派遣、各種サービス業

東亜クリエイト株式会社 10百万円 60.0％ 除染、廃炉など

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.
（シンガポール）

181万シンガポー
ルドル

100.0％
各種バルブのメンテナンスな
ど

（注）当社の出資比率の欄の（　）内は、当社が間接的に出資する比率であります。

(7) 主な事業内容（平成30年９月30日現在）
　当社グループは、バルブ総合サービス企業として、バルブの製造販売及びその
メンテナンス並びに各種鋳鋼製品の製造販売、除染及び廃炉関係を主な事業とし
ております。

－ 10 －
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(8) 主要な営業所及び工場（平成30年９月30日現在）
当社本社　　　兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号
国内営業拠点　兵庫県尼崎市、東京都港区、三重県伊賀市、ほか全国14拠点

トウアサービス株式会社（兵庫県尼崎市）
東亜クリエイト株式会社（福島県いわき市）

海外営業拠点　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.（シンガポール）
国内生産拠点　兵庫県尼崎市、三重県伊賀市

(9) 従業員の状況（平成30年９月30日現在）

事 業 別 名 称 従 業 員 数

バ ル ブ 事 業 228名

製 鋼 事 業 53

除 染 事 業 12

全 社 （ 共 通 ） 27

合 計 320

（注）１．上記従業員数には、臨時従業員（契約社員、パートタイマー）82名は、含まれておりませ
ん。

２．上記従業員数は、前連結会計年度末に比べ４名減少しております。
３．製鋼事業の従業員数は、三重県の伊賀工場に勤務する従業員の員数（管理部門を除く）を

記載しております。

(10) 主要な借入先（平成30年９月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 中 国 銀 行 49百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 47

－ 11 －

主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先



2018/11/22 15:04:06 / 18440827_東亜バルブエンジニアリング株式会社_招集通知

２．会社の状況に関する事項

(1) 株式に関する事項（平成30年９月30日現在）

①　発行可能株式総数 10,040,000株

②　発行済株式の総数 2,678,600株

③　株主数 1,639名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 キ ッ ツ 302,200株 13.29％

西 華 産 業 株 式 会 社 203,200株 8.93％

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 127,442株 5.60％

Ｔ Ｏ Ａ 取 引 先 持 株 会 93,100株 4.09％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 92,900株 4.08％

D E U T S C H E  B A N K  A G  L O N D O N  G P F
C L I E N T  O M N I - F U L L  T A X  6 1 3

76,200株 3.35％

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 68,000株 2.99％

前 島 崇 志 58,000株 2.55％

ト ウ ア バ ル ブ グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 41,642株 1.83％

D A I W A  C M  S I N G A P O R E  L T D ( T R U S T  A / C ) 41,500株 1.82％

（注）当社は、自己株式403,994株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　　　また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

－ 12 －
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(2) 会社役員に関する事項

①　取締役（平成30年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役
会 長

真 鍋 吉 久 －

代 表 取 締 役
（社長執行役員）

笹 野 幸 明 全　般

取 締 役
（専務執行役員）

有 松 清 高
事業開発本部長、トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.
取締役社長、東亜クリエイト株式会社代表取締役副社長

取 締 役
（常務執行役員）

飯 田 明 彦

管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者、ト
ウアサービス株式会社代表取締役社長、トウアバルブオ
ーバーシーズPte.Ltd.取締役、東亜クリエイト株式会社
取締役

取 締 役
（常務執行役員）

角 谷 正 昭
バルブ製造本部長、製鋼製造本部統括、総括安全衛生管
理者、トウアサービス株式会社取締役

取 締 役 氏 野 　 正 東亜クリエイト株式会社専務取締役

取 締 役
（ 執 行 役 員 ）

三 宅 利 幸 メンテナンス本部長、トウアサービス株式会社取締役

取 締 役 後 藤 　 基 西華産業株式会社取締役上席執行役員経営企画本部長

取 締 役
（常勤監査等委員）

平 野 重 充
トウアサービス株式会社監査役、東亜クリエイト株式会
社監査役

取 締 役
（監査等委員）

浜 本 光 浩
きっかわ法律事務所パートナー弁護士、株式会社ワコー
ルホールディングス社外監査役

取 締 役
（監査等委員）

生　川　友佳子
生川友佳子税理士事務所税理士(所長）、KaimanaHila合
同会社代表社員

（注）１．取締役後藤　基氏は、社外取締役であります。
２．取締役有松清高氏は、平成29年12月22日開催の第18回定時株主総会終結の時まで社外取締

役でありました。
３．取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、社外取締役（監査等委員）であり

ます。
４．取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、証券取引所が指定を義務付ける一

般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役
員届出書を提出しております。

５．取締役（監査等委員）生川友佳子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

６．情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監
査・監督機能を強化するため、平野重充氏を常勤監査等委員に選定しております。

７．平成29年12月22日開催の第18回定時株主総会において、三宅利幸、後藤　基の両氏が新た
に取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

－ 13 －
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　　（ご参考）
　　当社は、執行役員制度を導入しております。平成30年９月30日現在の執行役員は７名であ

り、取締役を兼務しない執行役員は次の２名です。

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

執 行 役 員 田 中 博 之 品質保証統括

執 行 役 員 奥 井 一 史 営業本部長、東京支社長

　②　取締役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 人 数 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

７名　（０名） 141百万円　（－百万円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（うち社外取締役）

３名　（２名） 26百万円　（11百万円）

合 計 （ う ち 社 外 役 員 ） 10名　（２名） 167百万円　（11百万円）

（注）１．上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
なお、上記取締役のうち、使用人兼務取締役はおりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成28年12月22日開催の第
17回定時株主総会において、年額２億円以内（うち社外取締役分は年額２千万円以内。た
だし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当社
は、平成29年12月22日開催の第18回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締
役及び社外取締役を除く。）を対象とし上記の報酬限度枠内で譲渡制限付株式に関する報
酬等としての金銭報酬債権を支払うことを決議いただいております。従いまして取締役
（監査等委員を除く）の報酬等の額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計
上額（受給対象取締役６名に対し7,895,903円）を含んでおります。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年12月22日開催の第17回定時株主総会にお
いて、年額５千万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬額の総額には、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与支
給予定額が取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名分37百万円（うち社外取締役
０名分－百万円）、取締役（監査等委員）３名分６百万円（うち社外取締役２名分２百万
円）が含まれております。

－ 14 －
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③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）有松清高氏は、平成29年12
月21日まで株式会社キッツのバルブ事業統括本部参事であり、同社と当社
との間には取引関係があります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）後藤基氏は、西華産業株式
会社の取締役上席執行役員経営企画本部長であり、同社と当社との間には
取引関係があります。
　取締役（監査等委員）浜本光浩氏は、きっかわ法律事務所のパートナー
弁護士であり、同所と当社との間には取引関係があります。また、同氏は、
株式会社ワコールホールディングスの社外監査役であり、同社と当社との
間には特別な関係はありません。
　取締役（監査等委員）生川友佳子氏は、生川友佳子税理士事務所の所長
及びKaimanaHila合同会社の代表社員であり、同所及び同社と当社との間に
はそれぞれ特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 主な活動状況

取締役
有　松　清　高

当事業年度開催の取締役会13回のうち、社外取締役として４回中４回出席
しており、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

取締役
後　藤　　　基

平成29年12月22日取締役就任以降に当事業年度開催の取締役会には９回
中９回出席しており、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

取締役（監査等委員）
浜　本　光　浩

当事業年度開催の取締役会には13回中13回出席し、監査等委員会には14回
中14回出席しており、必要に応じ、独立した立場で弁護士としての専門的
見地から、適宜発言を行っております。

取締役（監査等委員）
生　川　友佳子

当事業年度開催の取締役会には13回中12回出席し、監査等委員会には14回
中13回出席しており、必要に応じ、独立した立場で税理士としての専門的
見地から、適宜発言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）後藤　基氏並び
に社外取締役（監査等委員）浜本光浩氏及び生川友佳子氏は、会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約をそれぞれ締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条
第１項に定める額のいずれか高い額を最低責任限度額としております。

－ 15 －
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(3) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

②　会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,000千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 28,000千円
 (注) １．当社は、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬額等を区別しておらず、実質的にも区別でき
ないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．当社監査等委員会は、前事業年度の会計監査人の監査実績に対する関係部署か
らの意見聴取の上、常勤監査等委員による分析・評価を実施し、当事業年度の
監査計画における監査時間・配員計画等に基づき審議した結果、報酬等は妥当
と判断し同意いたしました。

③　非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査業務のほ

かは委託しておりません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査

等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

－ 16 －

会社の状況に関する事項
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年９月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,393,989

2,717,959

3,787,474

156,833

1,665,439

2,831

63,450

2,381,385

1,311,804

465,297

519,041

261,363

14,059

7,456

44,585

248,426

211,505

24,167

12,752

821,154

768,262

63,616

△10,724

流 動 負 債 1,911,333

支払手形及び買掛金 501,678

電 子 記 録 債 務 97,057

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

80,808

リ ー ス 債 務 16,479

未 払 法 人 税 等 75,804

賞 与 引 当 金 319,631

役 員 賞 与 引 当 金 43,438

受 注 損 失 引 当 金 321,477

そ の 他 454,956

固 定 負 債 1,024,177

長 期 借 入 金 16,162

リ ー ス 債 務 24,805

繰 延 税 金 負 債 134,685

ＰＣＢ処理引当金 17,812

退職給付に係る負債 751,614

そ の 他 79,097

負 債 合 計 2,935,510

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 7,471,794

資 本 金 1,739,559

資 本 剰 余 金 2,018,103

利 益 剰 余 金 4,385,373

自 己 株 式 △671,241

その他の包括利益累計額 297,878

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 328,117

為 替 換 算 調 整 勘 定 16,403

退職給付に係る調整累計額 △46,642

非 支 配 株 主 持 分 70,191

純 資 産 合 計 7,839,864

資 産 合 計 10,775,374 負 債 及 び 純 資 産 合 計 10,775,374

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年10月１日から )平成30年９月30日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,105,228

売 上 原 価 6,151,204

売 上 総 利 益 1,954,024

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,409,417

営 業 利 益 544,606

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 21,721

受 取 家 賃 6,753

作 業 く ず 売 却 益 6,871

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 218

雑 収 入 5,707 41,273

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,708

支 払 手 数 料 1,500

雑 損 失 1,336 4,544

経 常 利 益 581,335

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 263 263

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 1,809 1,809

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 579,790

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 86,505

法 人 税 等 調 整 額 843 87,349

当 期 純 利 益 492,440

非支配株主に帰属する当期純利益 12,399

親会社株主に帰属する当期純利益 480,040

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成29年10月１日から )平成30年９月30日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,739,559 2,019,967 3,973,464 △683,284 7,049,706

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △68,131 － △68,131

親会社株主に帰属する当期純利益 － － 480,040 － 480,040

自 己 株 式 の 取 得 － － － △349 △349

自 己 株 式 の 処 分 － △1,864 － 12,391 10,527

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － △1,864 411,909 12,042 422,087

当 期 末 残 高 1,739,559 2,018,103 4,385,373 △671,241 7,471,794

その他の包括利益累計額
非支配株主
持 分

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 300,175 16,632 △60,889 255,919 57,791 7,363,417

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △68,131

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － － － 480,040

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △349

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － 10,527

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

27,942 △229 14,246 41,958 12,399 54,358

当 期 変 動 額 合 計 27,942 △229 14,246 41,958 12,399 476,446

当 期 末 残 高 328,117 16,403 △46,642 297,878 70,191 7,839,864

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －
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貸　借　対　照　表
（平成30年９月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

特 許 実 施 権

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,919,145

2,349,867

377,160

3,305,353

156,833

54,204

987,934

615,255

142,492

△69,955

2,453,288

1,329,454

446,317

12,557

542,866

627

44,206

261,363

14,059

7,456

248,226

3,630

211,461

24,167

8,966

875,607

768,262

49,022

3,096

8,334

57,615

△10,724

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 1,827,248

支 払 手 形 263,344
電 子 記 録 債 務 97,057
買 掛 金 241,900
1 年内返済予定の
長 期 借 入 金

80,808

リ ー ス 債 務 16,479
未 払 金 137,171
未 払 費 用 110,398
未 払 法 人 税 等 69,735
賞 与 引 当 金 298,020
役 員 賞 与 引 当 金 43,438
受 注 損 失 引 当 金 321,477
そ の 他 147,417

固 定 負 債 983,531
長 期 借 入 金 16,162
リ ー ス 債 務 24,805
退 職 給 付 引 当 金 704,971
ＰＣＢ処理引当金 17,812
繰 延 税 金 負 債 140,683
そ の 他 79,097

負 債 合 計 2,810,780
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 7,233,535

資 本 金 1,739,559
資 本 剰 余 金 3,256,548

資 本 準 備 金 772,059
その他資本剰余金 2,484,488
資本金及び資本準
備 金 減 少 差 益

2,486,191

自己株式処分差益 161
自己株式処分差損 △1,864

利 益 剰 余 金 2,908,669
その他利益剰余金 2,908,669
繰越利益剰余金 2,908,669

自 己 株 式 △671,241
評価・換算差額等 328,117

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 328,117

純 資 産 合 計 7,561,653

資 産 合 計 10,372,433 負 債 及 び 純 資 産 合 計 10,372,433

(注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －
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損　益　計　算　書

(平成29年10月１日から )平成30年９月30日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,391,406

売 上 原 価 5,605,172

売 上 総 利 益 1,786,233

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,330,067

営 業 利 益 456,166

営 業 外 収 益

受 取 利 息 742

有 価 証 券 利 息 229

受 取 配 当 金 21,471

受 取 家 賃 8,625

作 業 く ず 売 却 益 6,871

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 19,537

雑 収 入 7,547 65,024

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,708

支 払 手 数 料 1,500

雑 損 失 1,046 4,255

経 常 利 益 516,936

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 263 263

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 1,809 1,809

税 引 前 当 期 純 利 益 515,390

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 70,972

当 期 純 利 益 444,418

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成29年10月１日から )平成30年９月30日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備
金

そ の 他
資 本 剰 余 金

資本剰余
金 合 計

そ の 他
利益剰余
金

利益剰余
金 合 計資本金及

び資本準
備金減少
差 益

自 己 株
式 処 分
差 益

自 己 株
式 処 分
差 損

繰 越
利益剰余
金

当 期 首 残 高 1,739,559 772,059 2,486,191 161 － 3,258,412 2,532,382 2,532,382

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － － － － － － △68,131 △68,131

当 期 純 利 益 － － － － － － 444,418 444,418

自己株式の取得 － － － － － － － －

自己株式の処分 － － － － △1,864 △1,864 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
－ － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △1,864 △1,864 376,286 376,286

当 期 末 残 高 1,739,559 772,059 2,486,191 161 △1,864 3,256,548 2,908,669 2,908,669

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △683,284 6,847,070 300,175 300,175 7,147,246

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － △68,131 － － △68,131

当 期 純 利 益 － 444,418 － － 444,418

自己株式の取得 △349 △349 － － △349

自己株式の処分 12,391 10,527 － － 10,527

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
－ － 27,942 27,942 27,942

当 期 変 動 額 合 計 12,042 386,465 27,942 27,942 414,407

当 期 末 残 高 △671,241 7,233,535 328,117 328,117 7,561,653

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年11月15日

東亜バルブエンジニアリング株式会社
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和 田 朝 喜

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 方 　 実

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東亜バルブエンジニアリング株式会社の
平成29年10月１日から平成30年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
  監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
  当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、東亜バルブエンジニアリング株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年11月15日

東亜バルブエンジニアリング株式会社
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和 田 朝 喜

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 方 　 実

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東亜バルブエンジニアリング株式
会社の平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を
行った。

計算書類等に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明
細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 24 －

会計監査報告
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第19期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果

につき、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関す

る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制シ

ステム)について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方

法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使

用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正

に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に

従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその

附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

－ 25 －

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該業務の適正を確保するための体制に関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　　　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成30年11月20日

東亜バルブエンジニアリング株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 平 野 重 充 

監 査 等 委 員 浜 本 光 浩 

監 査 等 委 員 生　川　友佳子 

（注）監査等委員浜本光浩、生川友佳子は、会社法第２条第15号及び第331条第６

項に定める社外取締役であります。

以　上

－ 26 －

監査等委員会の監査報告



2018/11/22 15:04:06 / 18440827_東亜バルブエンジニアリング株式会社_招集通知

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当社は、当社グループの資源を最大限に活用し、高効率の経営により、最大

限の利益を生み出すことによって、安定した配当を実施することを基本方針と

しております。

当期の連結業績は、当初想定より収益面では微増に留まるものの、原発再稼

働後の定期検査工事案件の増加、バルブ製品の生産増加による操業度改善等、

大幅な減収を想定していた製鋼事業の極度の業績悪化を回避できたこと、バル

ブ事業での製品生産増加による伊賀工場の稼働維持等に加え、当期計上予定で

あった受注損失引当金の当期業績への影響がなくなったこと等から、損益は期

初の想定を大幅に超えることとなりました。

つきましては、当期末配当は、配当方針に基づき、これらの状況・背景を勘

案した結果、前期に比べ５円増配となる１株当たり20円といたしたいと存じま

す。

当期は、中間配当15円を実施いたしましたので、年間配当金は１株当たり35

円となります。

１．配当財産の種類

　金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき20円　　総額45,492,120円

　なお、本年６月に中間配当として当社普通株式１株につき15円をお支払い

しておりますので、年間の配当金は１株につき35円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

　平成30年12月25日

－ 27 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。

　なお、当社の監査等委員会からは、本議案に対する指摘事項はございません。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

ささ
笹

 
　

の
野

 
　
こう
幸

 
　
めい
明

（昭和28年９月10日)

昭和57年３月　東亜エンジニアリング株式会社入社
平成22年４月　当社執行役員営業本部長
平成24年12月　当社取締役常務執行役員営業本部長
平成26年７月　当社取締役専務執行役員営業本部長
平成26年７月　東亜クリエイト株式会社取締役
平成26年10月　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締
　　　　　　　役社長
平成27年４月　当社取締役専務執行役員営業本部長兼改革
　　　　　　　推進本部長
平成27年12月　当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改
　　　　　　　革推進本部長
平成28年６月　当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改
　　　　　　　革推進本部長兼メンテナンス本部統括
平成28年６月　トウアサービス株式会社取締役
平成28年９月　当社取締役副社長執行役員営業本部長兼メ

ンテナンス本部統括
平成29年12月　当社代表取締役社長執行役員、現在に至

る。

5,623株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏は、当社で永年培ってきた豊富なビジネス経験・見識に加えて強いリーダーシップと

高い改革意識を有しており、当社の持続的企業価値向上実現のために経営者として相応しい

資質を兼ね備えていると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

－ 28 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

２

あり
有

 
　
まつ
松

 
　
きよ
清

 
　
たか
高

（昭和33年５月７日)

昭和57年３月　株式会社北沢バルブ(現　株式会社キッツ)
　　　　　　　入社
平成２年３月　同社東京支店横浜営業所長
平成12年４月　同社汎用弁事業本部事業企画部長
平成14年４月　同社国内営業本部大阪支社長
平成17年２月　同社海外営業本部事業推進部長兼プロジェ
　　　　　　　クト営業部長
平成21年４月　同社バルブ事業統括部事業企画部長
平成25年４月　同社バルブ事業統括本部マーケティング部
　　　　　　　長
平成28年４月　同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジ
　　　　　　　メントセンター長代理
平成28年12月　当社取締役就任
平成29年４月　株式会社キッツ バルブ事業統括本部参事
平成29年12月　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締
　　　　　　　役社長、現在に至る。
平成29年12月　当社取締役専務執行役員事業開発本部長、
　　　　　　　現在に至る。
平成30年５月　東亜クリエイト株式会社代表取締役副社　
　　　　　　　長、現在に至る。
〔重要な兼職の状況〕
トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長
東亜クリエイト株式会社代表取締役副社長

1,237株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏がバルブ業界で永年培ってきた豊富な経験及び同業界における幅広い見識を活かし、

当社の事業開発力のさらなる向上とグローバル戦略推進のリーダーとして力を発揮していた

だけるものと判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中12回出席。

－ 29 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

３

いい
飯

 
　

だ
田

 
　
あき
明

 
　
ひこ
彦

（昭和34年７月18日)

昭和58年４月　東亜バルブ株式会社入社
平成16年12月　当社経理部長
平成19年11月　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締
　　　　　　　役、現在に至る。
平成20年10月　当社管理本部副本部長兼経理部長兼経営企
　　　　　　　画室長
平成24年７月　当社執行役員管理本部長兼｢七本の矢｣作戦
　　　　　　　本部副本部長
平成26年12月　トウアサービス株式会社代表取締役社長、
　　　　　　　現在に至る。
平成27年12月　当社取締役常務執行役員管理本部長兼「七
　　　　　　　本の矢」作戦本部副本部長
平成28年６月　東亜クリエイト株式会社取締役、現在に至
　　　　　　　る。
平成28年９月　当社取締役常務執行役員管理本部長
平成28年12月　当社取締役常務執行役員管理本部長、リス
　　　　　　　ク管理担当、内部統制統括責任者、現在に
　　　　　　　至る。
〔重要な兼職の状況〕
トウアサービス株式会社代表取締役社長

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役

東亜クリエイト株式会社取締役

2,948株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏は、当社で永年培ってきた経理財務部門と経営企画部門の責任者を務めるなどの経営

及び経理財務の豊富な経験・実績・見識を有しており、当社グループ経営の推進及びグルー

プ各社の業務効率化の推進に適任であると判断したため、取締役として選任をお願いするも

のであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

－ 30 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

４

かく
角

 
　
たに
谷

 
　
まさ
正

 
　
あき
昭

（昭和34年１月15日)

昭和56年４月　東亜エンジニアリング株式会社入社
平成20年10月　当社バルブ製造事業部製造部長兼総括安全
　　　　　　　衛生管理室長
平成23年４月　当社バルブ製造事業部副事業部長兼製造部
　　　　　　　長兼総括安全衛生管理室長
平成24年７月　当社執行役員製鋼製造本部長兼バルブ製造
　　　　　　　本部副本部長
平成26年12月　当社執行役員バルブ製造本部長兼製鋼製造

本部統括
平成27年12月　トウアサービス株式会社取締役、現在に至

る。
平成27年12月　当社取締役常務執行役員バルブ製造本部長

兼製鋼製造本部統括、総括安全衛生管理
者、現在に至る。

〔重要な兼職の状況〕

トウアサービス株式会社取締役

3,448株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏は、当社の主たる事業であるメンテナンス部門、バルブ製造部門、製鋼製造部門の管

理監督経験に基づき、幅広い知見と横断的視野を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上に貢献できる資質を兼ね備えていると判断したため、取締役として選任をお願

いするものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

－ 31 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

５

うじ
氏

 
　

の
野

 
　

 
　

 
　
ただし
正

（昭和29年12月20日)

昭和53年４月　東亜エンジニアリング株式会社入社
平成17年10月　当社内部監査室長
平成20年12月　当社取締役内部監査室長
平成22年４月　当社取締役執行役員内部監査室長
平成22年12月　当社常勤監査役
平成25年12月　トウアサービス株式会社代表取締役社長
平成25年12月　当社取締役常務執行役員メンテナンス本部
　　　　　　　長
平成26年７月　東亜クリエイト株式会社代表取締役社長
平成26年12月　トウアサービス株式会社取締役
平成27年12月　当社取締役専務執行役員メンテナンス本部
　　　　　　　長
平成28年６月　当社取締役専務執行役員品質保証統括兼内
　　　　　　　部監査室統括
平成28年12月　当社取締役専務執行役員品質保証統括
平成30年７月　当社取締役、現在に至る。
平成30年７月　東亜クリエイト株式会社専務取締役、現在
　　　　　　　に至る。
〔重要な兼職の状況〕
東亜クリエイト株式会社専務取締役

12,237株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏が当社で永年培ってきた監査部門、メンテナンス部門での豊富なビジネス経験・見識

を有し、当社経営者に相応しい人格を兼ね備えていると判断したため、取締役として選任を

お願いするものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

－ 32 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

６

み
三

 
　
やけ
宅

 
　
とし
利

 
　
ゆき
幸

（昭和34年10月13日)

昭和59年９月　東亜エンジニアリング株式会社入社
平成21年４月　当社メンテナンス事業部メンテナンス部長
平成24年７月　当社参与メンテナンス本部副本部長兼メン
　　　　　　　テナンス部長
平成27年12月　当社執行役員メンテナンス本部長兼メンテ
　　　　　　　ナンス部長
平成27年12月　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締
　　　　　　　役
平成28年４月　当社執行役員メンテナンス本部長
平成29年12月　トウアサービス株式会社取締役、現在に至
　　　　　　　る。
平成29年12月　当社取締役執行役員メンテナンス本部長、
　　　　　　　現在に至る。
平成30年12月　トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締
　　　　　　　役、現在に至る。
〔重要な兼職の状況〕

トウアサービス株式会社取締役

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役

6,063株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【取締役候補者とした理由】

　同氏が当社で培ってきたメンテナンス部門での豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に

活かしていただけるものと判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　平成29年12月22日取締役就任以降、当事業年度の取締役会には９回中８回出席。

－ 33 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

７

ご
後

 
　
とう
藤

 
　

 
　

 
　
はじめ
基

（昭和35年８月28日)

【社外取締役

候補者】

【社外取締役として

の在任期間１年】

昭和59年４月　西華産業株式会社入社
平成20年４月　同社大阪営業第一本部電力部長兼電力部第
　　　　　　　一課長
平成25年４月　同社営業統括本部業務部長
平成26年４月　同社営業統括本部長代理兼営業統括本部業
　　　　　　　務部長
平成27年４月　同社執行役員営業統括本部長代理兼営業統
　　　　　　　括本部業務部長
平成28年４月　同社上席執行役員経営企画本部長
平成29年４月　同社上席執行役員営業統括本部副本部長電
　　　　　　　力事業所管兼大阪支社長
平成29年６月　株式会社竹本社外取締役
平成29年12月　当社取締役、現在に至る。
平成30年４月　西華産業株式会社上席執行役員経営企画本
　　　　　　　部長
平成30年６月　同社取締役上席執行役員経営企画本部長、
　　　　　　　現在に至る。
〔重要な兼職の状況〕

西華産業株式会社取締役上席執行役員経営企画本部長

－株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【社外取締役候補者とした理由】

　同氏が機械分野における総合商社で培ってきた豊富な経験及び電力ビジネスに関する幅広

い見識を活かし、当社の経営に適切な助言、ご意見をいただけるものと判断したため、社外

取締役として選任をお願いするものであります。

【重要な兼職に関する事項】

　同氏は、西華産業株式会社の取締役上席執行役員経営企画本部長であり、当社は西華産業

株式会社との間に取引関係があります。

【責任限定契約の締結について】

　当社は、同氏が社外取締役に選任された場合は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、100万円又は同法第425条第１項に

定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であ

ります。なお、現在、当社と同氏は、上記と同内容の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　平成29年12月22日取締役就任以降、当事業年度の取締役会には９回中９回出席。

－ 34 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

　本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

ひら
平

 
　

の
野

 
　
しげ
重

 
　
みつ
充

（昭和32年７月20日)

平成５年２月　東亜バルブ株式会社入社
平成20年10月　当社管理本部人事総務部長兼総務課長
平成22年４月　当社管理本部人事総務部長
平成24年７月　当社参与管理本部副本部長兼人事総務部長
平成27年12月　当社執行役員管理本部副本部長兼人事総務
　　　　　　　部長
平成28年12月　トウアサービス株式会社監査役、現在に至
　　　　　　　る。
平成28年12月　東亜クリエイト株式会社監査役、現在に至
　　　　　　　る。
平成28年12月　当社取締役（常勤監査等委員）、現在に至
　　　　　　　る。
〔重要な兼職の状況〕
トウアサービス株式会社監査役
東亜クリエイト株式会社監査役

800株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【監査等委員である取締役候補者とした理由】

　同氏が当社で永年培ってきた管理部門での豊富なビジネス経験・見識を、当社の経営の監

督に活かしていただけるものと判断したため、監査等委員である取締役として選任をお願い

するものであります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

【第19期開催の監査等委員会出席状況】

　当事業年度の監査等委員会には14回中14回出席。

－ 35 －

監査等委員である取締役３名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

２

はま
浜

 
　
もと
本

 
　
みつ
光

 
　
ひろ
浩

（昭和45年４月18日)

【社外取締役

候補者】

【独立役員候補者】

【社外取締役として

の在任期間４年】

平成12年10月　弁護士登録
平成12年10月　山田忠史法律事務所入所
平成16年10月　きっかわ法律事務所入所
平成20年４月　同所パートナー弁護士、現在に至る。
平成26年12月　当社取締役
平成28年12月　当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
平成29年６月　株式会社ワコールホールディングス社外監
　　　　　　　査役、現在に至る。
〔重要な兼職の状況〕
きっかわ法律事務所パートナー弁護士
株式会社ワコールホールディングス社外監査役

－株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

　同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありません

が、同氏の弁護士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言をいただける

と判断したため、また、同氏の適切な助言により、当社のガバナンス体制の強化に繋がると

判断したため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

【責任限定契約の締結について】

　当社は、同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、同氏との間で、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、100万円又は同法

第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を

締結する予定であります。なお、現在、当社と同氏は、上記と同内容の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。

【独立役員候補者】

　当社は、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、現在、同氏は、当社の独立役員であ

ります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中13回出席。

【第19期開催の監査等委員会出席状況】

　当事業年度の監査等委員会には14回中14回出席。

－ 36 －

監査等委員である取締役３名選任の件
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

３

いく
生

 
　
かわ
川

 
　

ゆ
友

か
佳

こ
子

（昭和49年４月20日)

【社外取締役

候補者】

【独立役員候補者】

【社外取締役として

の在任期間２年】

平成９年４月　オリックス株式会社入社
平成10年６月　齊藤会計事務所入所
平成13年９月　公認会計士・税理士古本正事務所（現デロ
　　　　　　　イト　トーマツ税理士法人）入所
平成15年３月　税理士登録
平成24年７月　デロイト　トーマツ税理士法人ディレクタ
　　　　　　　ー
平成27年10月　生川友佳子税理士事務所所長、現在に至　
　　　　　　　る。
平成27年12月　当社監査役
平成28年12月　当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
平成30年６月　KaimanaHila合同会社代表社員、現在に至　
　　　　　　　る。
〔重要な兼職の状況〕
生川友佳子税理士事務所税理士（所長）
KaimanaHila合同会社代表社員

－株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

　同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏の税理士としての経験と専

門知識を、当社の監督・監査体制に活かしていただけるものと判断したため、監査等委員で

ある社外取締役として選任をお願いするものであります。

【責任限定契約の締結について】

　当社は、同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、同氏との間で、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、100万円又は同法

第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を

締結する予定であります。なお、現在、当社と同氏は、上記と同内容の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。

【独立役員候補者】

　当社は、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、現在、同氏は、当社の独立役員であ

ります。

【第19期開催の取締役会出席状況】

　当事業年度の取締役会には13回中12回出席。

【第19期開催の監査等委員会出席状況】

　当事業年度の監査等委員会には14回中13回出席。

－ 37 －

監査等委員である取締役３名選任の件
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決

議によりその効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

　また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

すず
鈴

 
　

き
木

 
　
ひろ
浩

 
　

み
巳

（昭和35年４月13日）

【社外取締役

候補者】

【独立役員候補者】

昭和61年１月　司法書士登録

昭和61年１月　鈴木司法書士事務所入所

平成17年４月　同所所長、現在に至る。
〔重要な兼職の状況〕
鈴木司法書士事務所司法書士（所長）

通天閣観光株式会社社外監査役

兵庫県司法書士会会長

－株

【当社との特別の利害関係】

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

　同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありません

が、同氏の司法書士としての専門知識と経験を監査等委員である社外取締役に就任された場

合に当社の監督・監査体制に活かしていただけるものと判断したため、補欠の監査等委員で

ある社外取締役として選任をお願いするものであります。

【責任限定契約の締結について】

　同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、100万円又は同法第425条

第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する

予定であります。

【独立役員候補者】

　同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として届け出る予定であります。

以　上

－ 38 －

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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株主総会会場ご案内図
会場　兵庫県尼崎市昭和通二丁目７番１号

都ホテルニューアルカイック　３階　鳳凰南の間
電話　06－6488－7777(代表)

武庫之荘 塚口 園田
阪急電鉄神戸線

尼崎Ｉ.Ｃ. 名神高速

尼崎立花
ＪＲ神戸線

阪神バス
昭和通

阪神バス尼崎総合文化センター
阪急バス尼崎総合文化センター

国道２号線 玉江橋 阪神バス尼崎文化センター前

尼崎商工会議所 尼崎市中消防署 尼崎南警察署

阪神電鉄本線

阪神電鉄なんば線
阪神尼崎

立体遊歩道

尼崎市中小
企業センター

尼崎市総合
文化センター

国道43号線

阪神高速神戸線 尼崎東出口尼崎西出口

阪神高速湾岸線尼崎東海岸出入口 中島出入口

庄
下
川

都ホテルニューアルカイック

アクセス
●阪神尼崎駅より立体遊歩道にて　徒歩約５分
●阪神バス　　JR尼崎駅より尼崎総合文化センター下車　徒歩約３分
(尼崎市内線) JR立花駅より昭和通下車　徒歩約７分

阪急塚口駅より昭和通下車　徒歩約７分
阪急園田駅より尼崎総合文化センター下車 徒歩約３分
阪急武庫之荘駅より昭和通下車　徒歩約７分

●阪急バス　　尼崎総合文化センター下車　徒歩約３分
●阪神バス　　尼崎文化センター前下車　徒歩約２分
(阪神線)

地図
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法令及び定款に基づく
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

事業報告の一部、連結注記表及び個別注記表につきましては、法令

及び当社定款第1 6条の規定に基づき、当社ホームページ

（http://www.toavalve.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様

に提供しております。

表紙
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　３．業務の適正を確保するための体制
　　　当社は、平成30年10月15日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一

部を変更しております。

　　　また、各項目毎に当期間中の運用状況を記載しております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体
制及び当該体制の運用状況

(1)当社グループの役職員は、法令・定款を遵守し、各個人が企業人・社会人としての高度な倫理

観に基づいて行動することを基本とする。

(2)当社は、『企業行動憲章』及び『グループコンプライアンス規程』を制定し、当社グループの

全役職員に対し、これを要約した『TVEグループ役職員行動規範カード』の常時携帯を義務付

け、その周知徹底を図る。

(3)当社は、コンプライアンスに係るすべての活動を統括する内部統制統括責任者を任命する。

(4)内部統制統括責任者は、当社グループ各社におけるコンプライアンス状況の監視・維持・情報

収集を行い、活動の状況・成果は定期的に当社取締役会に報告する。

(5)当社グループにおいて重大な法令・定款違反及び不正の事実が判明した場合、または未然防止

のため、『グループ内部通報規程』を制定する。また、当社グループの全役職員からの通報・

相談に応じる窓口を設置し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

<運用状況>

　当社は、『グループコンプライアンス規程』を制定し、これを要約した『TVEグループ役職員
行動規範カード』を全役職員へ常時携帯を義務付け、その周知徹底を図っております。
　重大な法令・定款違反及び不正の事実が判明した場合、または未然防止のため、『グループ
内部通報規程』を制定し、当社グループの全役職員からの通報・相談に応じる窓口を設置し、
法令遵守体制の整備及び推進に努めております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当該体制の運
用状況

(1)当社は、当社グループの取締役の職務の執行に係る記録・文書の取り扱いについて、『取締役

の職務執行に係る文書管理規程』を設け、適切に保存並びに閲覧の管理を行う。

(2)管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化する。

<運用状況>

　当社は、取締役の職務の執行に係る記録・文書等の情報については、『取締役の職務執行に
係る文書管理規程』に従い適切に保管管理しております。

－ 1 －

業務の適正を確保するための体制
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3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び当該体制の運用状況
(1)当社は、経営に係るリスクを認識し、適正且つ効率的な業務運営のため、『グループリスク管

理規程』を制定する。

(2)当社は、内部統制統括責任者を任命し、リスク管理に関わるすべての活動を統括する。

(3)内部監査室は、リスクベースの監査によってグループ各社・各部署に潜在するリスクの洗い出

しと評価を行う。監査等委員会は内部監査室と連携し、取締役の業務執行の状況を監査する。

是正・改善が必要な場合、グループ各社・各部署は、速やかにその対策を計画する。

(4)当社グループは、労働災害の撲滅に全力で取り組む。

(5)外部要因により当社グループに及ぶリスクについては、各担当執行役員を通じ情報を確実に入

手し、迅速な意思決定により対策を行う。

(6)当社が把握したリスクは、有価証券報告書、決算短信等を通じ、｢リスク情報｣、｢対処すべき

課題｣として積極的にステークホルダーに対し開示する。

(7)当社グループの製品等に起因し事故等が発生した場合は、直ちに顧客並びに当社従業員の安全

を確保するとともに必要に応じ緊急対策本部（仮称・適宜決定）を設置し、情報管理の一元化

を図り、適切且つ迅速な対応を行うことで、以後の安全確保と早期のプラントの復旧を行うと

ともに二次損害の防止に努めるものとし、火災、自然災害等の発生時においても同様とする。

(8)大規模な自然災害等の発生時においては、『事業継続計画』（BCP）に基づき、顧客、当社グ

ループ従業員、取引先、地域住民の安全確保を最優先に行動することで企業としての社会的責

任を果たし、早期の事業再開に努める。

<運用状況>

　当社は、『グループリスク管理規程』を制定しており、情報を確実に入手するように努め、
取締役会において継続的に経営上のリスクの対応策について検討しております。
　さらに、内部監査室においても、リスクベースの監査計画を作成し当社及びグループ各社の
内部監査を実施しております。
　また、当社は、総括安全衛生管理室を設置し、当社グループの労働災害撲滅に取り組んでお
ります。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び当該体
制の運用状況

(1)取締役会は、中期経営計画においてグループ５ヵ年目標を策定し、その実現のための取組みを

具現化し、進捗度合いを適宜管理する。

(2)当社グループは、定例で開催される取締役会において、グループ各社の経営課題等の正確且つ

タイムリーな情報を伝達し、全役員の問題意識の共有化を行う。

(3)取締役会は、時間的合理性を重視すべき場合においては、書面で決議するには適切でない事案

を除き、会社法に定める書面決議制度を積極的に活用し、迅速な意思決定を行う。

(4)当社は、独立性の高い社外取締役を置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維

持・向上を図る。

－ 2 －

業務の適正を確保するための体制
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<運用状況>

　当社の取締役会は、年間計画に基づき概ね月１回開催し、グループ各社の経営課題等につい
て全役員の問題意識を共有しました。
　また、独立性の高い社外取締役を置き、高度な専門性・幅広い視点による経営に対する助言
と監督機能を発揮しております。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及
び当該体制の運用状況

(1)当社グループにおける業務の適正を確保するため、本基本方針はグループ全体に適用する。

(2)当社は、『関係会社管理規程』に基づき、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を確保す

る。

(3)当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、法令等に従っ

て信頼性のある財務報告を作成するための体制を構築・運用していく。

(4)当社グループの財務報告の適正性を確保するため、業務プロセスにおける内部統制が適正に運

用されていることを当社内部監査室が監査し、必要に応じ改善を行う。

<運用状況>

　当社は、『関係会社管理規程』を制定し、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を図って
おります。
　当社グループの内部統制システムの強化を図ることにより、金融商品取引法に基づく、財務
報告に係る内部統制についても適切に対応しております。
　当社グループの財務報告の適正性を確保するため、内部監査室が内部統制監査を実施してお
ります。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及
び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関す
る事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
及び当該事項の運用状況

(1)監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。

(2)内部監査室の使用人の異動・評価等は、監査等委員の意見も尊重し、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）からの独立を確保する。また、監査等委員会の職務を補助する際、専ら監

査等委員会の指揮命令に従う。

(3)内部監査室は、監査等委員会の職務の補助を行う旨を規定し、実効性を確保する。

<運用状況>

　当社は、内部監査室が監査等委員会の職務の補助を行う旨規定しており、監査等委員会の職
務を補助する際、専ら監査等委員会の指揮命令に従い業務を実施しております。

－ 3 －

業務の適正を確保するための体制
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7. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告を
するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等
委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び当該体制の運
用状況

(1)監査等委員は、当社取締役会ほかグループ各社の重要会議に適宜出席するとともに、稟議書等

の重要な文書を閲覧し、必要に応じ、各社役職員に対しその説明を求める。

(2)監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と適宜に意見交換を行い、その連携を維持する。

(3)監査等委員は、同じ独立した立場の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と情報交

換を行い、その連携を維持する。

(4)当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社監査等委員会に対し報告すべき法定

の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を行

う。

(5)当社従業員及び各子会社の全役職員が当社監査等委員会に対し報告すべき事実を知ったとき

は、当社監査等委員並びに内部監査室長を窓口とする『通報・相談窓口』を通じて報告する。

(6)当社グループは、当該内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを規定する。

(7)監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができる。当社グループは、当

該請求が特に不合理でない限り前払い又は償還に応じる。

<運用状況>

　監査等委員は、当社取締役会のほかグループ各社の重要な会議に適宜出席するとともに、稟
議書その他のグループ各社取締役の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、各社
役職員に対しその説明を求めており、また、内部監査室及び会計監査人等と定期的に会合を持
ち、情報交換等の連携を図っております。
　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社監査等委員会に対し報告すべき法
定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を
行います。
　当社グループの全役職員は、監査等委員会に対し報告すべき事項を知ったときは、『通報・
相談窓口』を利用し報告することとしています。
　また、内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを定めております。

8. 反社会的勢力を排除するための体制及び当該体制の運用状況
(1)当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本方

針とする。

(2)当社グループは、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を定め、全役職員に

当該行動規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を周知する。

(3)当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業等から情報の収集を行い、関係

を強化することにより反社会的勢力の排除に備える。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制
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<運用状況>

　当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本
方針とし、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を定め、全役職員に当該行動
規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を図っております。
　当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業との情報交換を積極的に行い、
それぞれの関係の強化に努めております。
　また、当社グループは、関係取引先との契約時に反社会的勢力の排除条項の設置を義務付け
ており、反社会的勢力の排除に備えております。

－ 5 －

業務の適正を確保するための体制
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連　結　注　記　表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　　　　　　　　３社
(2) 連結子会社の名称　　　　　　　トウアサービス株式会社

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.
東亜クリエイト株式会社

(3) 非連結子会社の名称　　　　　　該当事項はありません。
２．持分法の適用に関する事項　　　　該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に

関する事項
連結子会社の決算日はいずれも９月30日で
あり、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

　満期保有目的の債券　　　　償却原価法（定額法）
　その他有価証券
　時価のあるもの　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法
②　デリバティブ　　　　　　　　時価法
③　たな卸資産

製品及び仕掛品　　　　　　主として個別法による原価法(貸借対照表
価額については収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品　　　　　主として移動平均法による原価法(貸借対
照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　　（リース資産を除く）

在外連結子会社１社を除き定率法によって
おり、在外連結子会社１社は定額法によっ
ております。ただし、当社及び国内連結子
会社は、平成10年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに平成28
年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法によっており
ます。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり
であります。
建物及び構築物　　　　28年～45年
機械装置及び運搬具　　４年～12年

－ 6 －

連結注記表



2018/11/27 13:25:38 / 18440828_東亜バルブエンジニアリング株式会社_招集通知

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法によっております。
　　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、

利用可能期間（５年）にわたって定額で償
却する方法によっております。

③　リース資産　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権等の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権及び破産更生債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与及び取締役でない執行役員の
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基
づき当連結会計年度負担額を計上しており
ます。

③　役員賞与引当金　　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額
に基づき当連結会計年度負担額を計上して
おります。

④　受注損失引当金　　　　　　　受注案件に係る将来の損失に備えるため､ 
当連結会計年度末において将来の損失が見
込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積
可能なものについては、損失見積額を引当
計上しております。

⑤　ＰＣＢ処理引当金　　　　　　ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理
費用の支出に備えるため、処理費用及び収
集運搬費用の見積額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る負債の　　　　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付
　　計上基準　　　　　　　　　　に備えるため、当連結会計年度末における

見込額に基づき、退職給付債務から年金資
産を控除した額を計上しております。なお、
退職給付の算定にあたり、退職給付見込額
を当連結会計年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっ
ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　未認識数理計算上の差異については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他
の包括利益累計額の退職給付に係る調整累
計額に計上しております。

②　ヘッジ会計の処理　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっておりま
す。

③　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式によっております。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しており
ました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、
区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「電子記録債権」は79,219千円であります。

（連結損益計算書）
前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「作

業くず売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記
しております。
なお、前連結会計年度の「作業くず売却益」は3,415千円であります。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 7,269,500千円
２．担保に供している資産

建物及び構築物 215,249千円
機械装置及び運搬具 307,977千円
土地 201,694千円
その他（工具、器具及び備品） 0千円

計 724,921千円
　　　　　　上記のうち、工場財団抵当として担保に供している資産

建物及び構築物 162,837千円
機械装置及び運搬具 307,977千円
土地 3,702千円
その他（工具、器具及び備品） 0千円

計 474,517千円
　　担保に係る債務

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金 －千円

　　　　　　上記のうち、工場財団抵当に対応する債務

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金 －千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 2,678,600 － － 2,678,600

合　　計 2,678,600 － － 2,678,600

自己株式

普通株式（注） 411,187 263 7,456 403,994

合　　計 411,187 263 7,456 403,994

（注）普通株式の自己株式の減少7,456株は、平成30年１月30日に実施した譲渡制限付株式報酬として

の自己株式の処分によるものであり、増加263株は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．新株予約権に関する事項
　該当事項はありません。

３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年12月22日
定時株主総会

普通株式 34,011 15 平成29年９月30日 平成29年12月25日

平成30年５月11日
取締役会

普通株式 34,120 15 平成30年３月31日 平成30年６月18日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金
の総額
(千円)

配当の原資
１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成30年12月21日
定時株主総会

普通株式 45,492 利益剰余金 20 平成30年９月30日 平成30年12月25日

（注）平成30年12月21日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定であります。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
　① 金融商品に対する取組方針

当社グループの事業は、資金回収が比較的長期に及ぶバルブ製品の製造と、数
ヶ月の短期で資金回収に至るメンテナンスにより構成されており、これらの事業
計画に照らし適切な資金需要を想定し、資金運用並びに資金調達を行っておりま
す。
資金運用は、一時的に発生する余資について、投資対象を安定性と流動性の高

い金融商品に限定し運用しており、期間が長期に亘る運用は行いません。また、
デリバティブは、外貨建ての営業債権について、為替の変動リスクを回避するた
めに利用しており、投機的な取引は行いません。
運転資金の調達は銀行からの借入金によっており、将来の業績動向に基づく資

金計画を踏まえ、借入先、借入条件等にバリエーションを持たせることで、時々
の状況に応じた柔軟な対応ができるようにしております。また、長期借入金によ
る資金調達の際には、金利変動によるリスクをヘッジするために金利スワップ取
引を行うことがあり、取引に際しては、社内規程に沿った適切な決裁を経て実行
することとしております。
設備資金については、長期借入金、リースにより調達することがあります。長

期借入金については運転資金の場合と同様、金利スワップ取引を行うことがあり
ます。
② 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒さ

れておりますが、当社グループの製品・サービスは、その半分以上を総合商社等
販売代理店経由での販売としており、商社を経由しない販売先についても、国内
大手プラント・メーカーなど、極めて信用性の高い取引先が中心であります。
また、当社グループの製品・サービスの特性上、いわゆる一見の取引先はほぼ

存在せず、長期に亘る取引実績を有する顧客が大半であることから、この面から
も顧客の信用リスクは極めて低いものと想定した効率的な与信管理を実施するこ
ととしております。
具体的には、新規及び取引履歴の浅い顧客を中心とした取引開始時の信用調査

とその継続フォローを行うこととし、商社を介在させない輸出案件に対しては基
本的に輸出信用状の入手を条件としております。また、全ての売掛金に関して、
期日管理と残高管理を実施しております。
なお、外貨建ての営業債権につきましては、為替の変動リスクを回避するため、

社内規程に沿って、先物為替予約を利用しております。
有価証券並びに投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

取組方針のとおり、有価証券は安全性・流動性の高いＭＭＦ、１年以内に償還期
日を迎える社債、コマーシャルペーパー、譲渡性預金などであり、投資有価証券
は運用目的ではなく、業務上の関係を有する会社の株式を保有しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は１年以内

の支払い期日であります。支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は流
動性リスクに晒されておりますが、月次の営業債権回収計画の作成と、流動性を
確保した余資運用で手許流動性を高めることにより流動性リスクを管理しており
ます。
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短期借入金、長期借入金はともに、運転資金への充当を目的とした銀行からの
借入金で、金利は固定されており金利変動リスクはありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
　平成30年９月30日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計
上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 2,717,959　千円 2,717,959　千円 －　千円

（2）受取手形及び売掛金 3,787,474 3,787,474 －

（3）電子記録債権 156,833 156,833 －

（4）投資有価証券 768,262 768,262 －

　資産計 7,430,530 7,430,530 －

（1）支払手形及び買掛金 501,678 501,678 －

（2）電子記録債務 97,057 97,057 －

（3）未払法人税等 75,804 75,804 －

（4）長期借入金（※） 96,970 95,720 △1,249

　負債計 771,510 770,261 △1,249

 (※) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

　　資産

   （1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。

   （4）投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所
の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
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　　負債

 　（1）支払手形及び買掛金、（2）電子記録債務、（3）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。

 　（4）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同額の新規借入を行った場
合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,620千円）については、市場価格がな
　　　く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有
　　　価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,415円83銭
２．１株当たり当期純利益 211円24銭
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個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
　　  満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）
　　　子会社株式　　　　　　　　　移動平均法による原価法
　 　 その他有価証券
　　　  時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

　　　　  時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
(2) デリバティブ　　　　　　　　　時価法
(3) たな卸資産

　　　　製品及び仕掛品　　　　　　　主として個別法による原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）

　　　　原材料及び貯蔵品　　　　　　主として移動平均法による原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産　　　　　　　　　定率法によっております。
　　（リース資産を除く）　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに平成28
年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法によっており
ます。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり
であります。
建物　　　　　　　　　28年～45年
機械及び装置　　　　　４年～12年

(2) 無形固定資産　　　　　　　　　定額法によっております。
　　（リース資産を除く）　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、

利用可能期間（５年）にわたって定額で償
却する方法によっております。

(3) リース資産　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　債権等の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権及び破産更生債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。
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(2) 賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与及び取締役でない執行役員の
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基
づき当事業年度負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金　　　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額
に基づき当事業年度負担額を計上しており
ます。

　(4) 受注損失引当金　　　　　　　　受注案件に係る将来の損失に備えるため､ 
当事業年度末において将来の損失が見込ま
れ、かつ、当該損失額を合理的に見積可能
なものについては、損失見積額を引当計上
しております。

　(5) 退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務見込額及び年金
資産残高に基づき、当事業年度末において
発生していると認められる額を計上してお
ります。なお、退職給付の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から
費用処理することとしております。

　(6) ＰＣＢ処理引当金　　　　　　　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処
理費用の支出に備えるため、処理費用及び
収集運搬費用の見積額を計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①ヘッジ会計の処理　　　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっておりま

す。
②消費税等の会計処理　　　　　　　税抜方式によっております。

表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）

前事業年度まで流動資産の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記

録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しておりま

す。

なお、前事業年度の「電子記録債権」は79,219千円であります。

－ 14 －
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（損益計算書）

前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「作業く

ず売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しており

ます。

なお、前事業年度の「作業くず売却益」は3,415千円であります。

前事業年度まで営業外収益に区分掲記しておりました「業務受託料」は、金額

的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外収益の「雑収入」に含め

て表示しております。

なお、当事業年度の「雑収入」に含まれる「業務受託料」は3,609千円であり

ます。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 7,332,648千円
２．担保に供している資産

建物 209,592千円
構築物 5,656千円
機械及び装置 307,977千円
車両運搬具 0千円
工具、器具及び備品 0千円
土地 201,694千円

計 724,921千円
　　　　　　上記のうち、工場財団抵当として担保に供している資産

建物 157,181千円
構築物 5,656千円
機械及び装置 307,977千円
車両運搬具 0千円
工具、器具及び備品 0千円
土地 3,702千円

計 474,517千円
　　担保に係る債務

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金 －千円

　　　　　　上記のうち、工場財団抵当に対応する債務

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金 －千円
３．関係会社に対する債権・債務

短期金銭債権 93,854千円
短期金銭債務 15,900千円
長期金銭債権 8,334千円

－ 15 －
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引高 285,045千円
営業取引以外の取引高 6,884千円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式
普通株式（注） 411,187 263 7,456 403,994

合　　計 411,187 263 7,456 403,994

（注）普通株式の自己株式の減少7,456株は、平成30年１月30日に実施した譲渡制限付株式報酬として

の自己株式の処分によるものであり、増加263株は、単元未満株式の買取によるものであります。

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産） 千円
賞与引当金 91,134
受注損失引当金 98,307
貸倒引当金 24,672
退職給付引当金 215,580
ＰＣＢ処理引当金 5,446
未払事業税 6,369
長期未払金 2,886
投資有価証券 2,941
関係会社株式 50,238
有形固定資産 153,470
たな卸資産 164,829
繰越欠損金 35,527
その他 27,781

繰延税金資産小計 879,187
評価性引当額 △879,187

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △140,683

繰延税金負債合計 △140,683

繰延税金負債の純額 △140,683

－ 16 －
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関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

種 類 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社
トウアバルブオー
バーシーズ
Pte.Ltd.

（所有）
直接
100

役員2名 資金の貸付
社員の出向

 資金の貸付返

 済
30,604

長期貸付金 －
利息の受取
(注2） 594

出向負担金の
受取
(注3）

11,316
その他（流動
資産）
（注4）

　　 69,955

（注）１．上記の取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
２. 市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。
３. 当社の支給額を基に業務負担割合により算定しております。
４. 子会社への貸倒懸念債権に対し、69,955千円の貸倒引当金を計上しており

ます。また、19,318千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,324円38銭
２．１株当たり当期純利益 195円57銭

－ 17 －
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